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京都駅営業二科ロッカー室の防犯カメラと、

遺失物取扱い所の表示に関する申し入れ

今年１２月に入ってから京都駅営業二科のロッカー室に防犯カメラが設置された。しか

し、カメラの設置個所からすれば社員の着替えが映されている可能性がある。社員の着替

えが映されていることになればプライバシーの侵害となるため看過できない。

また、京都駅遺失物扱い所の表示が、「？案内所Informationn 忘れ物承り所（新幹線）」

となっている。「？案内所」と表示しているので旅客が観光案内所と勘違いしている。特

に京都という土地柄もあり、観光案内所と思い違いで来る旅客も多く、社員は出来る限り

の案内に努めているが限界がある。また、遺失物取扱いの業務を行うため旅客を待たせる

状態になることもあり、旅客に対し迷惑、不便をかけている。

よって下記の通り申し入れるので、早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．京都駅営業二科ロッカー室に設置されている防犯カメラは、社員の着替えが映るのか

明らかにすること。着替えが映る場合は、早急に設置個所や角度を変えるなどの対策

を講じること。

２．京都駅遺失物扱い所の位置付けは、案内所ではなく遺失物扱い所でいいのか明らかに

すること。

３．京都駅遺失物扱い所の「？案内所」の表示を、「ＪＲ案内所」に変更すること。
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